
 

①【障害児通所支援サービス】の利用を希望します。 深川市役所 社会福祉課 障がい福祉係 

【サービス等利用計画書】の提出依頼 

【申請】申請者（保護者等）と面接し 

サービス利用の希望を聴きます。 

②【障害児通所支援サービス】の利用をするために 

 深川市役所 社会福祉課 障がい福祉係に申請をします。 

④【はぴふか】の相談員が、【サービス等利用計画書】を作成します。 

⑤【はぴふか】の相談員が、計画を障がい福祉係へ提出。サービスを利用できることが決定します。 

 

⑥希望する事業所と契約をし、障害児通所支援サービスの利用がスタートします。 

 

③【相談支援事業所】と契約をします。 

 

 

 

障害児通所支援サービスとは、児童発達支援・保育所等訪支援・放課後等デイサービスのことです。 
利用するためには【サービス等利用計画書】を作成し深川市役所へ提出する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊計画を作成する際に、各機関【深川市役所 障がい福祉係・相談支援事業所・障害児 

通所支援サービス事業所】で会議を開いて計画の内容を決定します＊ 

 

 

＊決定した後に、深川市役所 障がい福祉係から【受給者証】が発行されます＊ 

 

 

＊事業所では、お子さんのこまかな目標を設定して計画（個別支援計画）を作って支援してくれます＊ 

 

～ 相談支援事業所とは ～ 

【相談支援事業所】はお子さんとご家族が、安心して生活できるよう相談に応じ、地域の支援体制を作る 

役割をしています。 

私たちは【深川市こども発達相談センター はぴふか】として、市役所健康推進係保健師や相談支援員が 

いつでも相談に応じますので、気軽に声をかけてくださいね（＾＾）＊ 
 

利用が始まってからは、お子さんのがんばりや変化を定期的に見させていただきたいと思っています。 

お子さんの様子や先生の話・ご家族の気持ちなどを【モニタリング】という表にまとめています。 

最初の３か月間は毎月、その後は半年ごとに、モニタリングをさせていただきます。 
 

【受給者証】はお子さんのお誕生日の月で更新となり、深川市役所 障がい福祉係で手続きが必要です。 

更新時には、お子さんの状況に合わせて【サービス等利用計画書】の内容を見直していきます。 

 

 

障害児通所支援サービス利用までの流れ 

〒074-8650 深川市２条１７番 17 号 

深川市子ども発達相談センターはぴふか   TEL 0164-26-2609 

深川市こども発達相談センター 

はぴふかとの契約となります。 
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